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目

次

出
先
機
関

○
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

(

東
青
地
域

県

民

局)

…

�

出

先

機

関

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
六
日

東
青
地
域
県
民
局
長

近

藤

宏

一

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

工
事
番
号

東
青
営
二
七
第
一
○
二
四
号

２

工

事

名

新
青
森
県
総
合
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
新
築
工
事

３

工
事
場
所

青
森
市
大
字
宮
田
字
高
瀬
外
地
内

４

工

種

建
築
一
式
工
事

５

工

期

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
ま
で

６

工
事
の
概
要

構

造

鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造

階

数

地
下
一
階
、
地
上
四
階

建
築
面
積

一
八
、
四
六
六
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

二
八
、
六
三
一
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル

７

予
定
価
格

百
二
十
六
億
九
千
万
円

(

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。)

二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

審
査
を
受
け
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。

１

共
同
施
工
方
式

(

甲
型
共
同
企
業
体)

の
特
定
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。

２

各
構
成
員
が
政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

３

各
構
成
員
が
青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
。
以
下

｢

財
務

規
則｣

と
い
う
。)

第
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
で
き
な
い
者
で
な

い
こ
と
。

４

各
構
成
員
が
青
森
県
建
設
工
事
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
則

(

平

成
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号
。
以
下

｢

参
加
資
格
規
則｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
又
は
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
と
認
定
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者

で
あ
る
こ
と
。

５

建
築
一
式
工
事
の
建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客
観
的
事
項
の
審
査
の
結
果
の
直
近
年
度
の
総
合
評
定
値
が
、

代
表
者
に
あ
っ
て
は
一
、
二
○
○
点
以
上
、
そ
の
他
の
者
に
あ
っ
て
は
八
〇
〇
点
以
上
で
あ
る

こ
と
。

６

過
去
十
年
間
に
代
表
者
が
建
設
工
事

(

工
事
種
別
建
築
一
式
工
事
で
、
か
つ
、
契
約
金
額
が

八
十
九
億
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。)

の
施
工
実
績

(

下
請
負
人
と
し
て
の
も
の
を
除
く
。)

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
の
施
工
実
績
は
、
出
資

比
率
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
場
合
に
限
る
。

７

各
構
成
員
が
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
専
任
で
設
置
で

き
る
こ
と
。

�

一
級
相
当
の
国
家
資
格
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�

監
理
技
術
者
に
あ
っ
て
は
、
監
理
技
術
者
資
格
者
証
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

８

構
成
員
が
当
該
入
札
に
係
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員
を
兼
ね
て
い
な
い
こ
と
。

９

各
構
成
員
の
出
資
比
率
が
、
各
構
成
員
の
均
等
割
と
し
た
場
合
の
出
資
比
率
の
十
分
の
六
に

相
当
す
る
比
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

10

代
表
者
の
建
設
工
事
の
施
工
能
力
が
構
成
員
の
中
で
最
も
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

11

代
表
者
の
出
資
比
率
が
構
成
員
の
出
資
比
率
の
中
で
最
大
で
あ
る
こ
と
。

…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成27年８月26日 水曜日 号外第73号1

�
�
�
�
�
�

�
	
�
�


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



( )

12

構
成
員
の
数
が
三
で
あ
る
こ
と
。

13

各
構
成
員
が
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(

以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

の

提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
こ

と
。

14

技
術
提
案
書
を
提
出
し
、
技
術
提
案
の
内
容
が
適
正
で
あ
る
こ
と
。

三

資
格
の
審
査

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

入
札
参
加
希
望
者｣

と
い
う
。)

は
、
あ
ら
か
じ
め
、

二
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
に
従
い
、
申
請
書
及
び
技
術
提
案
書
に
よ
り
、

審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
七
年
九
月
九
日

午
後
五
時
ま
で

(

申
請
書
と
技
術
提
案
書
は
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と
。)

２

提
出
部
数

各
一
部

３

提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
と
し
、
詳
細
は
、
次
に
よ
る
。

�

持
参
す
る
場
合

表
に
住
所
及
び
商
号
又
は
名
称
を
記
載
し
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
分
の
切
手
を
貼
付
し

た
返
信
用
封
筒

(

長
形
三
号)

を
一
通
添
付
す
る
こ
と
。

�

郵
送
に
よ
る
場
合

�
に
よ
る
封
筒
を
同
封
し
た
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
、
１
の
提
出
期
限
ま
で
に
到

着
す
る
よ
う
に
郵
送
す
る
こ
と
。

４

提
出
場
所

〇
三
〇
―
〇
九
四
三

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
管
理
室
分
室

電

話

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
二
〇
四

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
三
五
五

５

申
請
書
等
の
様
式
の
入
手
の
方
法

申
請
書
及
び
技
術
提
案
書
の
様
式
は
、
青
森
県
建
設
業
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

(http://pub.pref.

aom
ori.lg.jp/kouji/)

に
お
い
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

そ
の
他

�

申
請
書
及
び
技
術
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
途
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
あ
る
。

�

資
格
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
、
別
に
通
知
す
る
。
ま
た
、
技
術
提

案
の
審
査
結
果
を
、
審
査
結
果
の
通
知
と
と
も
に
、
別
に
通
知
す
る
。

�

二
に
定
め
る
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
共
同
企
業
体
の
代
表
者
は
、
�
の
通
知
を
受
け

た
日
の
翌
日
か
ら
七
日

(

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日

(

以
下

｢

休
日｣

と
い
う
。)

を
除
く
。)

以
内
に
、
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
理
由
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

提
出
し
た
申
請
書
及
び
技
術
提
案
書
の
差
替
え
は
、
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。

�

申
請
書
及
び
技
術
提
案
書
の
作
成
に
要
す
る
費
用
は
、
提
出
者
の
負
担
と
す
る
。

�

申
請
書
及
び
技
術
提
案
書
は
、
提
出
者
に
無
断
で
他
の
用
途
に
使
用
し
な
い
。

�

提
出
さ
れ
た
申
請
書
及
び
技
術
提
案
書
は
、
返
却
し
な
い
。

四

入
札
説
明
書
の
交
付
及
び
設
計
図
書
の
縦
覧

１

入
札
説
明
書
の
交
付

�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
場
合

	

期

間

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
九
月
九
日
ま
で




場

所

青
森
県
建
設
業
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

http://pub.pref.aom
ori.lg.jp/kouji/

�

直
接
受
け
取
る
場
合

	

期

間

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
九
月
九
日
ま
で

(

日
曜

日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で




場

所

〇
三
〇
―
〇
九
四
三

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
管
理
室
分
室

２

設
計
図
書
の
縦
覧

�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
場
合

	

期

間

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
十
五
日
ま
で




場

所

青
森
県
建
設
業
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

http://pub.pref.aom
ori.lg.jp/kouji/

�

直
接
縦
覧
す
る
場
合

	

期

間

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
十
五
日
ま
で

(

日

曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で




場

所

〇
三
〇
―
〇
九
四
三

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
営
繕
課

�

貸
与
等

入
札
参
加
希
望
者
は
、
設
計
図
書
の
貸
与
を
受
け
、
	
の
期
間
内
に
入
札
説

明
書
記
載
の
場
所
に
お
い
て
実
費
に
よ
り
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

そ
の
他

入
札
説
明
書
及
び
設
計
図
書
に
対
し
て
質
問
が
あ
る
場
合
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
六
日
ま

で
に
、
書
面
に
よ
り
、
東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
営
繕
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
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五

現
場
説
明

行
わ
な
い
。

六

技
術
提
案
書
の
内
容
等

１

提
出
す
る
技
術
提
案
書
の
内
容

施
工
上
の
課
題

｢

現
場
打
ち
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
の
品
質
管
理
に
配
慮
す
べ
き
事
項｣

２

技
術
提
案
書
の
作
成
要
領

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

技
術
提
案
書
の
作
成
に
係
る
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

説
明
会
は
、
行
わ
な
い
。

４

技
術
提
案
に
係
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
日
時
及
び
場
所

ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
行
わ
な
い
。

七

入
札
書
の
提
出
方
法
等

１

提
出
方
法

入
札
書
の
提
出
方
法
は
郵
送
と
す
る
。
こ
の
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
し
、
入
札
書
を
中
封
筒

に
入
れ
封
か
ん
し
、
外
封
筒
に
入
札
書
を
入
れ
た
中
封
筒
、
工
事
内
訳
書
及
び
一
般
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
結
果
通
知
書
の
写
し
を
同
封
し
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
提
出
期
限
ま

で
に
到
達
す
る
よ
う
に
郵
送
す
る
こ
と
。

２

提
出
期
限

平
成
二
十
七
年
十
月
十
五
日

午
後
二
時

３

提
出
場
所

〇
三
〇
―
〇
九
四
三

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
管
理
室
分
室

電

話

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
二
〇
四

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
三
五
五

八

開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日

時

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

午
前
十
時

２

場

所

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
入
札
室

九

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
一
回
を
限
度
と
す
る
。

十

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

１

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

２

契
約
保
証
金

�

契
約
金
額
の
十
分
の
一

(

青
森
県
低
入
札
価
格
調
査
制
度
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

(

平
成
十
三

年
十
月
一
日
付
け
青
監
第
八
百
八
十
八
号)

に
よ
る
調
査
を
受
け
た
者
と
の
契
約
に
つ
い
て

は
、
契
約
金
額
の
十
分
の
三)

以
上
の
金
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
納
付
を
免
除
す
る
。

�

契
約
者
が
保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し

た
と
き
。

�

契
約
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
保
険
会
社
、
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
そ
の
他
知
事
が
指
定

す
る
金
融
機
関
と
工
事
履
行
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

�

契
約
保
証
金
の
納
付
は
、
国
債
又
は
地
方
債
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
を
担
保

と
し
て
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券

ア

政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券

イ

金
融
機
関
が
振
り
出
し
又
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手

ウ

銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
全
国
を
地
区
と
す
る

信
用
金
庫
連
合
会
の
発
行
す
る
債
券

�

銀
行
若
し
く
は
知
事
が
確
実
と
認
め
た
金
融
機
関
の
保
証
又
は
保
証
事
業
会
社
の
保
証

十
一

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
仮
契
約
を
締
結
し
、
議
会
の
議
決
が
あ
っ
た
と
き
に
本
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
付
す
る
工
事
に
係
る
請
負
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

当
該
落
札
者
が
二
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
請
負

契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

十
二

落
札
者
の
決
定
の
方
法
等

１

落
札
者
の
決
定
の
方
法

本
工
事
は
、
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
県
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
も
っ
て
申
込
み
を
し

た
者
を
落
札
者
と
す
る
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

(

簡
易
型
Ⅰ)

の
方
法
に
よ
る
。

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

評
価
基
準

技
術
力
及
び
技
術
提
案
に
係
る
項
目
を
評
価
す
る
も
の
と
し
、
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ

る
。

３

評
価
方
法

評
価
方
法
は
総
合
評
価
点
に
よ
り
行
い
、
総
合
評
価
点
は
次
式
に
よ
り
算
出
す
る
。

総
合
評
価
点
＝

｢
価
格
評
価
点｣

＋

｢

価
格
以
外
の
評
価
点｣
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

こ
の
総
合
評
価
点
が
最
も
大
き
い
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
条
件

財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を
遵
守
す
る
こ
と
。

十
四

入
札
書
記
載
金
額
等

１

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業

者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
八
分
の
百

に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２

入
札
書
の
余
白
に
備
考
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。

備

考

入
札
額
は
、
こ
の
入
札
書
に
記
載
し
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
金
額)

で
あ
る
。

十
五

留
意
事
項

技
術
提
案
が
適
正
と
認
め
ら
れ
入
札
す
る
場
合
に
は
、
入
札
価
格
は
、
当
該
技
術
提
案
に
基

づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
六

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
及
び

技
術
提
案
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反

し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

交
渉
の
有
無

無

４

契
約
書
作
成
の
要
否

要

５

当
該
工
事
に
直
接
関
連
す
る
他
の
工
事
の
請
負
契
約
を
当
該
工
事
の
請
負
契
約
の
相
手
方
と

の
随
意
契
約
に
よ
り
、
締
結
す
る
予
定
の
有
無

無

６

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
の
参
加

参
加
資
格
規
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い

者
も
申
請
書
及
び
技
術
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、

開
札
の
時
に
お
い
て
、
二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

配
置
予
定
監
理
技
術
者
等
の
確
認

落
札
者
決
定
後
、
一
般
財
団
法
人
日
本
建
設
情
報
総
合

セ
ン
タ
ー
が
提
供
す
る
工
事
実
績
情
報
シ
ス
テ
ム

(

Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｓ)

等
に
よ
り
配
置
予
定
の

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の
専
任
制
違
反
の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
契
約
を
結

ば
な
い
こ
と
が
あ
る
。

８

低
入
札
価
格
調
査
制
度
対
象
工
事
の
有
無

有詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

９

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
七

担
当
公
所
及
び
所
在
地

１

名
称

東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
管
理
室
分
室

２

住
所

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

(

電
話

〇
一
七
―
七
二
八
―
〇
二
〇
四)
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